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令和４年度京都府サービス管理責任者等実践研修実施要領 

１ 目  的 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」とい

う。）及び児童福祉法に基づく指定障害福祉サービス事業所等において、利用者のアセスメントや個

別支援計画の作成、定期的なモニタリングといった一連のサービス提供プロセスにおいて必要な知

識・技能を習得し、また、他のサービス提供職員に対する指導的役割を担うことができるサービス管

理責任者及び児童発達支援管理責任者（以下「サービス管理責任者等」という。）の養成を目的とし

て、研修を実施します。 

 

２ 主  催 

  京都府 

 

３ 研修実施機関 

社会福祉法人京都府社会福祉協議会 京都府福祉人材・研修センター 

 

４ 開催日時・会場・受講定員 

 開催日時 会場 受講定員 

講義 
11月下旬～12月上旬 

約２時間程度の動画を視聴後、課題を提出。 

※詳細については受講決定の際にお知らせします。 

オンデマンド 
（指定期間中に各自で視聴するこ

とができます。） 
180名 

演習 
令和５年１月 25日（水）９：30～17：30 

１月 26日（木）９：30～17：15 

みやこめっせ１階 

第２展示場Ａ面 

※研修プログラムは変更する場合があります。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、研修日程を変更、延期又は中止する場合や、定員 

を削減する場合がありますので御了承ください。 

※講義（オンデマンド）の受講後に各自で課題に取り組んでいただき、その提出内容をもって受講確 

認及び修了認定を行います。 

※研修修了には全日程、全科目及び全時間への参加が必要です。一部でも参加ができなくなった場合 

は以後の研修受講を認めません。 

※講義・演習の詳細については受講決定の際にお知らせします。 

 

５ 受講対象者 

本研修の受講対象者は、指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等において、サー

ビス管理責任者又は児童発達支援管理責任者として従事している者又は従事しようとする者であっ

て、次に掲げる（ア）又は（イ）のいずれかに該当するものです。 

 

（ア）①サービス管理責任者等基礎研修を令和元年４月１日から令和３年１月 24日までの期間中に修了

し、かつ、②相談支援従事者初任者研修講義部分（３日、６日又は８日コース）を令和３年１月 24日

までに修了した者のうち、①②両研修の修了後、本研修受講開始日前（令和５年１月 24日）までの間

に、指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等における通算２年以上の相談支援又は

直接支援の業務経験（別紙１-１、１-２参照）を有するもの。 

 

（イ）①サービス管理責任者等研修（共通講義・分野別演習）を平成 30年度以前に修了し、かつ、②令

和元年４月１日から令和３年１月 24日までの期間中に相談支援従事者初任者研修講義部分（３日、

６日又は８日コース）を修了した者のうち、①②両研修の修了後、本研修受講開始日前（令和５年１

月 24日）までの間に、指定障害福祉サービス事業所等又は指定障害児入所施設等における通算２年

以上の相談支援又は直接支援の業務経験（別紙１-１、１-２参照）を有するもの。 



２ 

 

 

 

※別紙１-１、１-２の業務経験については、以下の機関へお問い合わせください。 

  ◆京都府内事業所…事業所所在地を管轄する府保健所福祉課 

◆京都市内事業所… 

サービス管理責任者：京都市保健福祉局障害保健福祉推進室（TEL：075-222-4161） 

児童発達支援管理責任者：京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課（TEL：075-746-7625） 

 

 

６ 受講申込み方法 

（１）令和４年 10月 17日（月）午前９時までに、下記 URL又は右記二次元 

コードからお申し込みください。 

（URL）

https://38d80014.form.kintoneapp.com/public/e4b4fb0b371

b60a9ecaec41a76614a37bd38691ad6151277f6dee4bdfa1f7796 

 

（２）受講申込み完了後、登録いただいたメールアドレス宛てに自動返信メールが送信されますので、

受信の確認をお願いします。自動返信メールが届かない場合は、必ず京都府福祉人材・研修センター

まで御連絡ください。申込みの有無などに関するトラブルが生じた場合、自動返信メールを保管され

ている方のみ対応させていただきますので、御承知おきください。 

 

（３）受講申込みに当たっての留意事項 

・インターネットでの申込みが難しい場合、京都府福祉人材・研修センターまで御相談ください。 

 ・受講申込フォームへの入力に当たっては、入力漏れ、書類の添付漏れや誤字・脱字のないよう、十 

分に御注意ください。不備がある場合、受講申込みを受け付けできないことがあります。 

・受講配慮を希望される場合は、配慮内容の詳細を受講申込フォームの該当欄に必ず入力してくださ 

い。事前に入力がない場合は、受講に際し必要な配慮・対応ができないことがあります。 

・講義（オンデマンド）は、インターネットによる動画配信を予定しています。視聴環境がない方は 

その他の受講方法を検討いたしますので、受講申込フォームの「オンデマンド講義視聴環境」欄に 

おいて、その旨を御回答ください。 

・定員を超えて受講申込みがあった場合は、受講申込フォームに記載された事項を勘案し、受講者

の調整を行うことがあります。 

 

７ 受講決定通知 

受講の可否については、11月25日（金）までに受講申込フォームに記載された所属事業所所在地宛

てに送付します。11月25日（金）を過ぎても受講可否の連絡が届かない場合は、至急京都府福祉人

材・研修センター研修課（TEL：075-252-6296）まで御連絡ください。 

 

８ 受講料（資料代） 

2,000円 

※受講決定の際に同封する払込取扱票により、12月 23日（金）までにお振り込みください。なお、 

振込手数料は各自で御負担ください。 

 

９ 修了証書 
・研修修了が認定された方には、研修最終日に京都府から修了証書が交付されます。 

・研修修了のためには全日程、全科目及び全時間への参加が必要です。原則として、欠席はもちろん、

早退・遅刻や長時間の途中離席がある場合は修了認定ができません。また、主催者及び研修実施機

関において受講態度が不良であると判断した場合や、指定された課題を期限までに提出しなかった

場合も修了認定ができません。 

https://38d80014.form.kintoneapp.com/public/e4b4fb0b371b60a9ecaec41a76614a37bd38691ad6151277f6dee4bdfa1f7796
https://38d80014.form.kintoneapp.com/public/e4b4fb0b371b60a9ecaec41a76614a37bd38691ad6151277f6dee4bdfa1f7796


３ 

 

・修了認定ができなくなった場合は、その時点以後の受講をお断りします。この場合、資料代の返金

はできません。 

・本研修を複数年度にわたって履修することは認めておりません。単年度で全日程を受講する必要が

あります。 

 

10 事前課題 

「WEB講義受講確認課題」と「演習当日提出課題（事前課題）」の２種類の事前課題があります。

詳細は受講決定の際にお知らせします。 

【WEB講義受講確認課題】 

・オンデマンド動画を視聴後、課題に取り組んでいただきます。 

・指定された期限までに課題を提出しなかった場合は、演習の受講及び修了の認定ができません。 

【演習当日提出課題（事前課題）】 

・演習当日提出課題は、あらかじめ示した事例について課題に取り組んでいただきます。課題様式に

は事業所の確認欄がありますので、必ず事業所の確認を取った上で課題を作成してください。 

・また、演習は、作成した事前課題に基づいて実施しますので、演習当日に事前課題を持参いただけ

なかった場合は、演習に参加できないことがあります。 

 

11 その他 

（１）感染症拡大防止対策について 

・研修の実施に当たっては、感染症拡大防止に努めます。（不織布マスク・フェイスシールド着用の

徹底、会場での検温、アルコール消毒の実施、学習環境の整備等） 

・演習当日に体調の優れない方は受講をお控えください。また、研修会場で著しく体調の不良が見ら

れる方には事務局から受講をお断りする場合がありますので、同意の上、受講申込フォームの「研

修受講に関する同意及び申込内容についての証明」欄に、事業所責任者本人が責任者氏名を入力し

てください。入力がない場合は受講申込みを受け付けることはできません。 

（２）会場等について 

 ・会場規模が大きいため、個々人に合わせた温度調整がしにくいことがあります。着脱しやすい衣服

でお越しいただき、各自で調整をお願いします。 

・昼食は各自で御用意願います。 

（３）荒天時の対応について 

・悪天候が予測される場合の対応については、社会福祉法人京都府社会福祉協議会のホームページ

（http://www.kyoshakyo.or.jp/）内の「講座・研修・イベント情報」に案内を掲載します。 

・悪天候等の影響により研修を実施できないと判断した場合、後日主催者において指定する日時に振

り替えることがあります。 

（４）個人情報の取扱いについて 

・受講申込フォームに記載された個人情報は、本研修の適切かつ円滑な実施の目的のみに利用させて

いただきます。 

 

12 問合せ先 

 研修実施機関 （福）京都府社会福祉協議会京都府福祉人材・研修センター （TEL：075-252-6296） 

 主 催 者 京都府健康福祉部 障害者支援課福祉サービス・障害児支援係 （TEL： 075-414-4596） 

 

【事業所指定や業務経験に関する問合せ先】 

●京都府内事業所の場合…事業所所在地を管轄する府保健所福祉課 

●京都市内事業所の場合… 

サービス管理責任者：京都市保健福祉局障害保健福祉推進室（TEL：075-222-4161） 

児童発達支援管理責任者：京都市子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課（TEL：075-746-7625） 

http://www.kyoshakyo.or.jp/

